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COP13
（バリ）

北海道
洞爺湖サミット
（7/7-9、日本）
主要経済国首脳会合

（７月９日）
Ｇ
８

ＧＧ
８８

COP14
(含：第４回長期的
協力作業部会）

（ポズナン）

COP15
（コペンハーゲン）

１２月

２００９年

京都議定書
第１約束期間
２００８～２０１２年
（日本は年度でカウント）

第４回
主要経済国会合
（６月、ソウル）

第１回
主要経済国会合
（９月、ワシントン）

ブッシュ大統領の
イニシアティブにより

開始

次期枠組み
に関する合意
された結論

伊サミット
（夏）
第２回

主要経済国首脳会合

第３回
長期的協力
作業部会

（8月）（アクラ）

第５回
長期的協力
作業部会、
第７回

京都議定書
作業部会
（３～４月）
（ボン）

第７回
長期的協力
作業部会、
第９回

京都議定書
作業部会（未定）
（８～９月）
（場所未定）

第30回補助機関
会合（含：第６回
長期的協力作業
部会、第８回京都
議定書作業部会）
（６月）（ボン）

米大統領
選挙(11月）

長期的協力作業部会
立ち上げ決定
（バリ行動計画）

米新政権成立
(1月）

COP14
閣僚級
準備会合
（ワルシャワ）

１０月

国連総会
（９月、ＮＹ）

セクター別協力に
関するサミット等
（ワルシャワ）

気候変動関連の主な外交日程
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・ 「美しい星５０（Cool Earth５０）」（平成１９年５月２４日）
・ 「バリ行動計画」（ＣＯＰ１３ 平成１９年１２月１５日）
・ 「クールアース推進構想」（平成２０年１月２６日 ダボス会議）
・ 福田スピーチ「『低炭素社会・日本』をめざして」（平成２０年６月９日）
・ 地球温暖化問題に関する懇談会報告書（平成２０年６月１６日）
・ Ｇ８北海道洞爺湖サミット首脳宣言（平成２０年７月８日）
・ 主要経済国首脳会合（ＭＥＭ首脳会合）宣言（平成２０年７月９日）
・ 低炭素社会づくり行動計画（平成２０年７月２９日）
・ ＡＳＥＭ７ 北京宣言（平成２０年１０月２５日）

中期目標への言及について



「美しい星（Cool Earth 50）」について「美しい星（「美しい星（Cool Earth 50Cool Earth 50）」について）」について

・「世界全体の排出量を現状に比して２０５０年までに半減」を世界共通の長期目標として提案。その実現
に向けて、「革新的技術の開発」とそれを中核とする「低炭素社会づくり」をいう長期のビジョンを示した
い。

・我が国は、「２０５０年半減」の長期目標とその実現手段について国際的な合意が得られるよう、各国に
精力的に働きかける。

・２０１３年以降の枠組みは、 「主要排出国が全て参加し、京都議定書を超え、世界全体での排出削減に

つながること」、「各国の事情に配慮した柔軟かつ多様性のある枠組みとすること」、「省エネなどの技術
を活かし、環境保全と経済発展とを両立すること」とする。（２０１３年以降の温暖化対策の具体的枠組
みを設計するための「３原則」の提唱）

「美しい星（Cool Earth50）」（平成１９年５月２４日 国際交流会議「アジアの未来」における安倍総理大臣
（当時）演説）
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「バリ行動計画」について「バリ行動計画」について「バリ行動計画」について

・2013年以降の枠組みについては、枠組条約の下に、新たにアドホック・ワーキング・グループ（AWG）を
設置し、2013年以降の枠組みを2009年末のコペンハーゲン会議（ＣＯＰ１５）で合意し採択することに合
意。

・その際の議論において考慮される点として、

1）共通に有しているが差異のある責任及び各国の能力の原則に従い、かつ、社会的及び経済的な状
況その他関連する要因を考慮に入れて、条約の究極的な目的を達成するための、排出削減に係る長
期的な世界全体の目標を含む、長期的協力の行動に関する共有のビジョンの検討。

2）すべての先進締約国による測定・報告・検証が可能で国内的に適当な緩和のための約束又は行動、
（含：排出抑制及び削減に関する数量化された目標）。なお先進締約国の国内における事情の相違を
考慮に入れて、先進締約国による努力の比較可能性を確保する。

3）技術、資金、能力の開発によって支援され及び可能とされる、持続可能な開発の文脈における、開
発途上国による国内的に適当な緩和のための行動。これは測定・報告・検証可能な方法で行う。

4）開発途上国における森林減少及び森林劣化に起因する排出削減に関連する問題に関する政策上
の対処方法及び積極的な奨励措置、並びに開発途上国における保全、森林の持続可能な管理及び、
森林による炭素蓄積量の増加。

5）協力的なセクター別アプローチ及びセクターごとに行う特定の行動。

等が明記された。

バリ行動計画（気候変動枠組条約第１３回締約国会議（ＣＯＰ１３）平成１９年１２月１５日）
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「クールアース推進構想」について「クールアース推進構想」について「クールアース推進構想」について

・国連にピークアウトと温室効果ガス排出削減の方策を至急検討するよう要請する。

・地球全体でピークアウトを実現するためには、全員が、なかんずく主要排出国がすべて参加する仕組み
とすることが不可欠。

・日本は、主要排出国とともに、今後の温室効果ガスの排出削減について、国別総量目標を掲げて取り
組む。この目標策定に当たり、削減負担の公平さを確保するよう提案する。

・科学的且つ透明性の高い尺度としてエネルギー効率などをセクター別に割り出し、今後活用される技術
を基礎として削減可能量を積み上げることが考えられる。

・公平の見地から基準年も見直されるべき。公平が欠如しては息の長い努力と連帯を維持することはで
きない。

「クールアース推進構想」（平成２０年１月２６日 ダボス会議における福田総理大臣（当時）特別講演）
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福田スピーチ、懇談会報告書について福田スピーチ、懇談会報告書について福田スピーチ、懇談会報告書について

・２０５０年までに世界全体で排出量を半減しなければならない。G8及び主要排出国との間で、この目標を共有すること
を目指す。日本としても、２０５０年までの長期目標として、現状から６０～８０％の削減を掲げて、低炭素社会の実現
を目指す。

・今後、１０年～２０年くらいの間に世界全体の排出量をピークアウトさせる必要がある。

・EUが掲げる２０２０年の９０年比２０％削減目標は、２００５年比１４％削減を意味。日本が、セクター別アプローチを適
用して、削減可能との見通しを発表した２００５年比でEUと同程度の削減レベルである１４％削減という数字は、２０２
０年に向けて更に大きな削減を実現して引き続き世界最高水準の省エネ先進国として世界をリードしていくというもの。

・「確実な実現」に責任を負うことのできる目標に向け、「地に足の着いた議論」の開始が必要。
「セクター別アプローチ」は、現実的な解決策を見出す方法論。

・基準年についても、セクター別積み上げ方式に対する各国の評価なども踏まえ、共通の方法論を確立する。来年の然
るべき時期に我が国の国別総量目標を発表する。

・「世界全体」で近いうちにピークアウトするという目標を実現するためには、主要排出国をはじめとする「全員参加」型
の枠組みが必要。そのために、誰もが納得できる「公平かつ公正なルール」に関する国際社会の合意作りに向けて交
渉する。

福田スピーチ（「低炭素社会・日本」をめざして（平成２０年６月９日））

５

・いち早く低炭素社会への足がかりをつかみ、２１世紀に相応しい豊かな国づくりモデルを世界に発信し、国際的なリー
ダーシップを発揮していくべき。

・２０５０年までの長期目標として、総理が表明されたように、現状から６０～８０％を削減。

・中期目標も、公平で実効性のあるものとするため、セクター別積み上げ方式を用いつつ志の高いものとすべき。

・サミットでは、中・印など新興国の次期枠組みへの参加を促すべき。

地球温暖化問題に関する懇談会報告書（平成２０年６月１６日）



・２０５０年までに世界全体の排出量の少なくとも５０％削減という目標を、国連気候変動枠組条約の全
ての締約国と共有し、同条約の下での交渉において検討し、採択することを求める。

・２０５０年半減というグローバルな課題は、世界全体での対応、特に全ての主要経済国の貢献によっ
てのみ対応できることを認識。

・世界全体の長期目標達成のための中期目標と国家計画が必要。

・我々（Ｇ８）は自らの指導的役割を認識し、全ての先進国間における比較可能な努力を反映しつつ、
排出量の絶対的削減を達成するため、野心的な中期の国別総量目標設定を実施する。

・セクター別アプローチは国別の排出削減目標を達成するための有益な手法。

・セクター別アプローチは、経済成長と両立する形で、既存及び新しい技術の普及を通じ、エネルギー
効率を向上し、排出量を削減する有用な手法となりうる。

・国際エネルギー機関（ＩＥＡ）に対し、経済界のイニシアティブも得つつ、データ収集の改善を通じ、自
主的なセクター別指標に関する作業を強化するよう要請する。

６

Ｇ８北海道洞爺湖サミット首脳宣言についてＧ８北海道洞爺湖サミット首脳宣言についてＧ８北海道洞爺湖サミット首脳宣言について

G８北海道洞爺湖サミット首脳宣言（平成２０年７月８日）



７

主要経済国首脳会合（ＭＥＭ首脳会合）宣言について主要経済国首脳会合（ＭＥＭ首脳会合）宣言について主要経済国首脳会合（ＭＥＭ首脳会合）宣言について

エネルギー安全保障と気候変動に関する主要経済国首脳会合（MEM首脳会合)宣言（平成２０年７月９日）

・低炭素社会の実現を目指した、排出量削減の世界全体の長期目標を含む、長期協力行動のためのビ
ジョンの共有を支持する。

・衡平性を考慮して、グローバルな長期目標を気候変動枠組条約の下での交渉で採択することが望ましい
と信ずる。

・ＩＰＣＣの野心的な複数のシナリオへの真剣な考慮を求める。

・先進主要経済国は先進国間で比較可能な努力を反映しつつ、中期の国別総量目標を実施。排出量の絶
対的削減を達成し、更に可能な場合はまずは可能な限り早く排出量の増加を停止するための行動をとる。

・途上主要経済国は、対策をとらないシナリオの下での排出量からの離脱を達成するため、国毎の適切な
緩和行動を遂行する。

・セクター別の効率性に関する緩和情報及び分析の交換や、国別の技術的ニーズの特定を促進し、協力的
セクター別アプローチ及びセクター別行動の役割を検討。



低炭素社会づくり行動計画（平成２０年７月２９日閣議決定）

８

低炭素社会づくり行動計画（平成２０年７月２９日閣議決定）

・２０５０年までに世界全体で温室効果ガス排出量の削減を実現するため、日本としても2050年までの長
期目標として、現状から６０～８０％の削減を行う。

・２０５０年半減という長期目標を実現するため、世界全体の排出量を、今後１０年から２０年程度の間に
ピークアウトさせる。

・次期枠組みについて公平かつ公正なルールに関する国際社会の合意形成を目指すとともに、来年のし
かるべき時期に我が国の国別総量目標を発表する。

・セクター別積み上げ方式について、公平な国別総量目標を設定するための共通の方法論として国際的
に確立すべく各国の理解を得ることを目指す。また、基準年の見直し等の論点を含め、来年のしかるべ
き時期に我が国の国別総量目標を発表する。

・基準年、森林等吸収源の取扱い等に係る論点も含め、セクター別積み上げ方式に対する各国の評価な
ども踏まえ、共通の方法論を確立すべく各国の理解を得ることを目指す。

・我が国の国別総量目標の提示については、すべての主要経済国の参加や公平性の確保を図るという
観点から、来年のしかるべき時期に交渉状況を踏まえて判断していく。

低炭素社会づくり行動計画について低炭素社会づくり行動計画について低炭素社会づくり行動計画について
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ＡＳＥＭ７についてＡＳＥＭ７についてＡＳＥＭ７について

アジア欧州会合（ASEM７）持続可能な開発に関する北京宣言（平成２０年１０月２５日）

・バリ行動計画を歓迎し、２００９年までの交渉終了を約束。先進国は国別総量目標などで指導力を発揮
し、途上国も対策をとらないシナリオの下での排出量からの離脱のための行動をとる。

・気候変動枠組条約の究極的な目標の達成と同条約の完全、実効的かつ継続的な実施を可能にするた
めの、長期的協力の行動に関する共有のビジョンの必要性を強調する。

・この共有のビジョンを信頼できるものとするため、すべての先進国が野心的で比較可能な法的拘束力
のある排出削減目標を誓約することによって指導性を発揮する必要があることを強調する。

・ＩＰＣＣ報告書の非常に野心的な複数の目標を考慮することを国際社会に求める。

・特定の経済セクターにおける技術協力のために協力し、緩和に関する情報及びセクター別の効率性に
関する分析の交換を促進する。また、気候変動枠組条約に整合的な形で協力的セクター別アプローチ
及びセクター別行動の役割を検討する。

・本年末のポズナンでのＣＯＰ１４で決意と切迫感を持って行動し、来年末のコペンハーゲンでのＣＯＰ１５
では長期的協力の行動のための野心的、実効的かつ包括的な合意に向けて取り組む必要性を強調す
る。



IPCC 第４次報告書について



IPCC第４次評価報告書（AR4)では、温室効果ガスの安定化濃度を６つのカテゴリーに区分し、
それぞれに対応する既存の研究論文の成果を集めて、シナリオを評価し、安定化濃度と排出
パスの関係を整理。

54.9℃～6.1℃＋90% ～＋140%2060 ～ 2090年855 ～ 1130 ppm

94.0℃～4.9℃＋25% ～＋85%2050 ～ 2080年710 ～ 855 ppm

1183.2℃～4.0℃＋10% ～＋60%2020 ～ 2060年590 ～ 710 ppm

212.8℃～3.2℃▲30% ～＋5%2010 ～ 2030年535 ～ 590 ppm

182.4℃～2.8℃▲60% ～▲30%2000 ～ 2020年490 ～ 535 ppm

62.0℃～2.4℃▲85% ～▲50%2000 ～ 2015年445 ～ 490 ppm

評価された

シナリオ数

産業革命前からの

世界平均気温上昇

2050年の
CO2排出量
(2000年比）

ピークアウト時点
温室効果ガス

安定化濃度

出所：IPCC第４次評価報告書をもとに作成

（参考）京都議定書３条９項に基づくＡＷＧでのＩＰＣＣ第４次評価報告書の引用：
①ＡＲ４の内容は有用であり、世界の温室効果ガスの大気濃度を、これまでにＩＰＣＣが評価したシナリオ中最も
低い水準で安定化させるには、
・世界の温室効果ガス排出量を今後１０から１５年の間にピークに達するようにし、
・その後今世紀半ばまでに２０００年比５０％を大幅に下回る極めて低い水準にまで削減する必要があると
指摘していることに留意する。

②これまでにＩＰＣＣが評価した最低水準を達成し、被害を抑制するためには、附属書Ｉ国が、利用可能な排出削
減目標達成方法を用いて、グループとしての排出量を２０２０年までに１９９０年比２５から４０％の範囲まで削
減する必要があると指摘していることを認識した。

ＩＰＣＣ第４次評価報告書の複数の排出パス（１）

１０



ＩＰＣＣ第４次評価報告書の複数の排出パス（２）ＩＰＣＣ第４次評価報告書の複数の排出パス（２）

出所：IPCC第４次評価報告書 第3作業部会報告書 第13章

IPCCでは、３つの安定化濃度を設定し、既存の研究論文の成果を集めて、それぞれの濃度と
附属書Ⅰ国において必要な削減幅との関係を整理。
これらは、政策的な実現可能性を示唆するものではなく、費用を反映したものでもない。

１１

シナリオ

カテゴリー
地域 ２０２０ ２０５０

A-450ppm(CO2換算)

先進国

（附属書Ⅰ国）
▲25%～▲40% ▲80%～▲95%

途上国

（非附属書Ⅰ国）

ラテンアメリカ、中東、東アジア及び

アジアの中央計画経済国における

ベースラインからの相当の乖離

すべての地域におけるベースラインから
の相当の乖離

B-550ppm(CO2換算)

先進国

（附属書Ⅰ国）
▲10%～▲30% ▲40%～▲90%

途上国

（非附属書Ⅰ国）

ラテンアメリカ、中東及び東アジアに
おけるベースラインからの乖離

ほとんどの地域、特にラテンアメリカ及び
中東におけるベースラインからの乖離

C-650ppm(CO2換算)

先進国

（附属書Ⅰ国）
0%～▲25% ▲30%～▲80%

途上国

（非附属書Ⅰ国）
ベースライン

ラテンアメリカ、中東及び東アジアに

おけるベースラインからの乖離

様々な温室効果ガス濃度レベルにおける附属書Ⅰ国及び非附属書Ⅰ国全体の

1990年の排出量及び2020/2050年の排出許容量の差異の範囲



セクター別アプローチについて



セクター別アプローチ（ＳＡ）の概要セクター別アプローチ（ＳＡ）の概要

アルミ

鉄鋼

発電 （石炭火力発電等）

道路交通 （自動車等）

セメント

発電
（エネルギー政策）

道路交通
（インフラ等）

業務・家庭等

先進国X 先進国Y

業務・家庭等

主要途上国Z

発電
（エネルギー政策）

発電
（エネルギー政策）

道路交通
（インフラ等）

道路交通
（インフラ等）

Ｘ国の
国別総量目標

Ｙ国の
国別総量目標

「積
み
上
げ
」

「セクター別国際協力」
セクター毎に国境を越えて技術・知見の共有を加速

●セクター別アプローチ（ＳＡ）の考え方
・CO２を産業、発電、家庭、業務、運輸等のセク

ター別に分け、それぞれのセクターの状況を踏
まえて、削減ポテンシャルとそのコストを分析し、
現実を踏まえた適切な対策を検討していく。

●先進国にとってのＳＡ：
「比較可能な国別総量目標の設定」
・国内の各セクターの削減ポテンシャルから
国全体の削減ポテンシャルを算定
・セクター別のエネルギー効率や原単位、削減
ポテンシャル分析により削減コスト等を勘案し
つつ、先進国間の比較可能性を担保

●途上国にとってのＳＡ：
「優れた技術や慣行の移転の促進により、
適切な削減行動を加速」
・セクター別に技術やベストプラクティスの特定、
普及の障害を調べることで、技術移転を促進し、
各国の努力を促進する。
・我が国が強みを持つ環境技術や省エネル
ギー技術の普及を通じて途上国の参加を促す
・主要途上国の削減約束として、セクター別の
エネルギー効率等の分析を基に、主要セクター
の原単位目標を設定 １２



アジア太平洋パートナーシップ（ＡＰＰ）における取組アジア太平洋パートナーシップ（ＡＰＰ）における取組

【参加国】日本、米国、豪州、韓国、中国、インド、カナダの７ヵ国。２００５年より実施。
※ ＡＰＰ７ヵ国が占める二酸化炭素排出量は世界全体の５４％（２００５年）。

【概要】８つのセクター別に、官民協力で国際作業チームを設け、削減効果の高い技術に関する知見の共有、
削減ポテンシャル分析、原単位目標設定などを通じて、現実に温室効果ガスの排出削減に取り組んでいる。

これらのセクターが参加国の二酸化炭素排出量に占める割合は約６割

発電 鉄鋼

家庭

業務、他

セメント

自動車 その他

41.9% 16.0%7.4%

6.1% 3.6%

5.4%

22.0%

64.4%

発電 鉄鋼

家庭

業務、他

セメント

自動車 その他

41.9% 16.0%7.4%

6.1% 3.6%

5.4%

22.0%

64.4%

→こうした取組を通じて、「導入すべき技術が明らかになる」、「何をしたらどの程度の効果が上がるか予想
がつく」など、現場レベルの理解が進み、費用対効果の高い技術協力などが可能に。

閣僚会合

≪議長国≫
＜副議長国＞

よりクリーンな
化石エネルギー 発電・送電

≪アメリカ ≫
＜中国＞

建物・
電気機器
≪韓国≫

＜アメリカ＞

鉄鋼
≪日本≫
＜インド＞

アルミニウム
≪豪州≫

＜アメリカ＞

セメント
≪日本≫

石炭鉱業
≪アメリカ ≫
＜インド＞

政策実施委員会 (PIC)
≪アメリカ ≫

閣僚会合

≪議長国≫
＜副議長国＞

≪豪州≫
＜中国＞

よりクリーンな
化石エネルギー
≪豪州≫
＜中国＞

再生可能エネル
ギー・分散型電源

≪韓国≫
＜豪州＞

再生可能エネル
ギー・分散型電源

≪韓国≫
＜豪州＞

発電・送電
≪アメリカ ≫
＜中国＞

建物・
電気機器
≪韓国≫

＜アメリカ＞

鉄鋼
≪日本≫
＜インド＞

アルミニウム
≪豪州≫

＜アメリカ＞

セメント
≪日本≫

石炭鉱業
≪アメリカ ≫
＜インド＞

政策実施委員会 (PIC)
≪アメリカ ≫

＜カナダ＞
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【技術ハンドブック】

６４の環境・省エネ技
術の優秀事例を各国
で共有。

（環境技術：２２、
省エネ技術：４２

うち日本提案：２７）

【ＣＯ２削減ポテンシャル】

○削減効果の高い１０の省エネ技
術を普及させた場合のＣＯ２削減
ポテンシャルを試算。（２００７年７
月）（注）

○現在、中印を含む各国が、実情
に応じた削減ポテンシャルを計算
中。（２００８年１１月）

【省エネ・環境診断】

専門家を製鉄所に
派遣し、現場に応じた
アドバイスを行う「省エ
ネ・環境診断」 の実施。

【技術移転】

削減効果や資金
面等を考慮し、現
実的な優先順位を
設け移転・普及。

コークス乾式消火設備

＜中国３製鉄所に対する
省エネ・環境診断＞
（昨年１２月）
①済南鋼鉄
②太原鋼鉄
③江陰鋼鉄

36.10①高炉副生ガス回収

0 10 20 30 40

20.24④コークス乾式消火設備

5.27⑥ コークス用原料炭調湿設備

36.09②コークス炉副生ガス回収

5.14⑧焼結排熱回収

5.30⑤高炉炉調圧発電

3.65⑦微粉炭吹込み

0.86⑨熱風炉排熱回収

9.57③転炉副生ガス回収

4.98⑩転炉排熱回収

36.10
0 10 20 30 40

20.24

5.27

36.09

5.14

5.30

3.65

0.86

9.57

4.98
（１００万トン／年）

削減ポテンシャル

１．２７億-t / 年

＜インド３製鉄所に対する
省エネ・環境診断＞
（今年１月）
①SAIL (Rourkela)
（今年１２月）
②Tata (Jamshedpur)
③RINL( Visakhapatnam)

注）ＣＯ２削減ポテンシャルを初期調査に基づき
理論値として試算した値。

ＣＯ２削減ポテンシャル（２００７年７月）
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例）ＡＰＰにおける鉄鋼セクターの取組



各国の目標値について



各国の目標値について

各国の中長期目標

１５

基準年 削減率（％） 基準年 削減率（％）

日本 - - 現状 60～80

EU(27) 1990 20（※） 1990 -

英 1990 少なくとも26 1990 80

独 1990 40 - -

仏 1990 20 2000 75

米 -
（2025年までに
ピークアウト）

- -

オバマ次期
大統領公約

1990 0 1990 80

加 2006 20 2006 60～70

豪 - - 2000 60

2020年 2050年

※他の先進国が同等の排出削減にコミットし、経済面でより成長した途上国が責任と能力に応じて適切な貢献をする場合には３０％



各国の目標値について

中期目標の基準年調整後 長期目標の基準年調整後

１６

2020年

日本

EU(27)

英

独

仏

米

オバマ次期
大統領公約

加

豪

40 26

少なくとも12

1990年比
（削減率（％））

-

20 14

少なくとも26

- 8
（注）

14
（注）

3 22

-

- -

20 19

14

1990年比 2005年比

2005年比
（削減率（％））

参考

0

注：長期エネルギー需給見通しの試算結果。
国別総量目標の設定に関するセクター別アプローチの適用例として例示されたもの。我が国の国別総量
目標は来年の然るべき時期に発表予定。

-

2050年

日本

EU(27)

英

独

仏

米

オバマ次期
大統領公約

加

豪

-

現状から６０～８０％

75

-

- -

-

75

-

1990年比
（削減率（％））

2005年比
（削減率（％））

51～64 61～71

80 83

80 77

52 62



ＣＯＰ１４に向けての日本提案について



ＡＷＧ－ＬＣＡ議長ペーパー作成に向けての日本提案について
（平成２０年９月３０日）

ＡＷＧ－ＬＣＡ議長ペーパー作成に向けての日本提案についてＡＷＧ－ＬＣＡ議長ペーパー作成に向けての日本提案について
（平成２０年９月３０日）（平成２０年９月３０日）

・２０１３年以降の枠組みの法体系は、新たな一つの議定書の採択によることが望ましい。必要な
要素が含まれるのであれば、京都議定書の改正でも対応可能。

・Ｇ８北海道洞爺湖サミットで合意された、２０５０年までに世界全体での排出量を少なくとも半減す
るとの長期目標を採択する。

・先進国として排出削減義務を負う国の基準を作成し、ＯＥＣＤ加盟国やそれに比肩しうる国は先進
国として扱う。

・先進国は、国別総量目標を設定し、その達成を義務づけ。基準年を見直し、目標は最新年を含む
複数の年からの削減率を排出総量で示す。設定に当たっては、セクター別アプローチを活用し、
比較可能性を担保する。

・途上国を、経済の発展段階等により分類し（「差異化」）、主要途上国に対しては、主要セクター及
び経済全体の効率目標を拘束力のある目標として設定する。その他の途上国については、国家
行動計画を提出し、定期的にレビューをする。

・各国が経済発展段階に応じて上位の分類に移行する仕組み（「卒業」）を作る。
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排出量に関するデータ



○京都議定書批准国で削減義務を負う国の割合は世界のＣＯ２排出量の３割。
（主要各国の温室効果ガス削減率 日本：－６％、ＥＵ：－８％、ロシア：±０％）

○大排出国である米（京都議定書未批准）及び中・印は義務を負っていない。

○削減義務を負う先進国が目標達成しても世界全体では４割増。

全ての主要排出国の参加の必要性全ての主要排出国の参加の必要性

世界のエネルギー起源二酸化炭素排出量
（２００５年）

（出典）ＩＥＡ

Russia

U.S.

削減義務のある国

米国

削減義務のない国

その他

イラン
2%

メキシコ
1%

韓国
2%

インド
4%

中国
19% 米国

その他の
削減義務国

8%

オーストラリア
1%

フランス
1%

イタリア
2%

3%
日本
4%

カナダ
2%
英国
2%

6%

29%

21%

イラン
2%

メキシコ
1%

韓国
2%

インド
4%

中国
19%

21%

その他の
削減義務国

オーストラリア
1%

フランス
1%

イタリア
2%

3%
日本
4%

カナダ
2%
英国
2%

6%

（注）ＥＵ１５ヶ国の排出量が世界に占める割合は１２％

ロシア ドイツ

21%

30%

49%

削減義務のある国

米国

中国

インド

ブラジル

その他

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

（
百
万
㌧
C
O
2
）

25%

23%

52%

23%

49%

21%

30%

62%

18%

21%
42%

35%

出典： 財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）

世界の二酸化炭素排出量の見通し
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温室効果ガスの排出推移と削減目標について温室効果ガスの排出推移と削減目標について

基準年の影響

日本

中国

（ｴﾈ起CO2)

90年比▲20%

EU

90年比▲30%

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1990 1995 2000 2005 削減目標

(KP)

2020 2025 2030

百
万
ﾄﾝ
C
O
2e

主要国の温室効果ガス排出推移と削減目標

米国
（2025年ﾋﾟｰｸｱｳﾄ（見込））

出典：UNFCCC、ＩＥＡ

（注）土地利用変化及び森林からの排出を除く。中国、インド、韓国については、ｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2排出量。

出典：UNFCCC、ＩＥＡ

（注）土地利用変化及び森林からの排出を除く。中国、インド、韓国については、ｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2排出量。

米国（ｵﾊﾞﾏ氏公約）
（90年比±0%）

１９９０年比 ２００５年比

米国

（オバマ氏公約）
±０％ －１５％

EU

(中期目標)

－２０％※１

(中期目標)

－１４％※１

（参考）

－３０％※２

（参考）

－２４％※２

（参考）

日本
(長期エネルギー需給見
通しにおける省エネ技術
の最大導入ケース)

－８％※３ －１４％※３

出典：UNFCCC、IEA
（注）土地利用変化及び森林からの排出を除く。中国については、GHG排出量の時系列データが存在しないので、エネルギー起源ＣＯ２
排出量。IEAの統計データによると、中国のエネルギー起源ＣＯ２排出量（2006年実績）は米国に匹敵。

※１ －20%削減に向けて必要な削減努力の約1/3は柔軟性メカニズムによって
措置。残りの2/3はEU内の削減を確証。

※２ 先進国の比較可能な削減と経済的に進んでいる途上国がそれぞれの責任
及び能力に応じて十分な貢献をする場合

※３ 森林吸収は３．８％を仮定 １９
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【出所】（社）日本経団連温暖化対策環境自主行動計画 ２００７年度フォローアップ結果概要（０７年１１月１４日）より抜粋。

0

40

80

120

160

日本 先進アジア諸国 西欧 米国・カナダ
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0
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日本 欧州 アジア 北米 南米

電力を火力発電で1kWh作るのに
必要なエネルギー指数比較（２００４年）

鉄１トンを作るのに必要なエネルギー
指数比較（２００３年）

石油製品1klを作るのに必要な
エネルギー指数比較（２００２年）

紙・板紙1トンを作るのに
必要なエネルギー指数比較（２００３年）

銅の精錬に必要なエネルギー指数比較
セメントの中間製品（ｸﾘﾝｶ）を1トンを作るのに
必要なエネルギー指数比較（２０００年）

（出典：ＥＣＯＦＹＳ社（オランダ））

（出典：Ｓｏｌｏｍｏｎ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ社） （出典：資源エネルギー庁、統計年報（英国）、環境報告書（カナダ）ほか）

（出典：Ｂａｔｔｅｌｌｅ研究所）

（出典：日本鉄鋼連盟）

（出典：日本鉱業協会）
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（注）ドイツの原単位が極端に低いのは、木材パルプの
約６割を輸入しており、パルプの生産に必要なエネ
ルギーが計上されていないことなどが要因。
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